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令和８年度 龍郷町建設工事入札参加資格者格付表の公表について 

令和 8年４月１日 

 

 

 

令和８年度の龍郷町建設工事入札参加資格者の龍郷町に本社・営業所を有す

る事業所の格付けについて公表します。 

 

 

（五十音順）                   

 業者名 土木一式 建築一式 管 舗装 水道施設 

赤穂産業㈱ Ａ Ａ   Ａ Ａ 

㈱アタリ開発 A B Ａ  A 

㈲あたり電気   B   

荒波産業㈱ A  B A B 

㈱碇山 B   B B － 

㈱泉原建設 C A       

㈲大野設備 B B Ａ Ｂ Ｂ 

岡江建設㈱ A A   B  

㈲嘉藤産業 C C  C C 

㈲カワバタ電設 B   A ―  

共栄開発工業㈱ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

㈱グリーンテック Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

㈲大平建設 Ｃ   Ｃ Ｃ Ｃ 
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 業者名 土木一式 建築一式 管 舗装 水道施設 

㈲平管工業 Ｂ   A   Ｂ 

㈱瀧緑地建設 C C       

㈱武島サッシ   B       

竹山建設㈱ Ａ Ａ A Ａ Ａ 

㈲田中建設 A   Ｂ Ｂ Ｂ 

㈲保建設 A B B A B 

㈲登島塗装店 Ｃ C       

㈲中善組 Ａ Ａ A Ａ A 

㈲中村組 Ａ A A A A 

㈲南洲建設 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

㈱浜島産業 Ａ B A A B 

畠山建設㈱ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

㈲平成建設 Ｂ     B B 

㈱松浦工務店 B Ａ B B B 

村上建設㈱ Ａ Ａ   Ａ Ａ 

ヤマシタ建設㈱ C A    

㈲山口建設 C C   － － 

満田工業㈱  A    

㈲丸永建設 C     

シマ電気 

空調設備㈱ 
  C   

【参考】令和８年度 等級別格付区分 

  等級区分は、土木、建築、管、舗装、水道の種別ごとにＡ・Ｂ・Ｃの３等級とする。 

その他の工事については、等級格付けを行わない。 
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  【参考】格付等級別標準金額（単位：万円） 

等級 土木 建築 管 舗装 水道 

Ａ 1,200以上 1,000以上 1,000以上 500以上 1,000以上 

Ｂ 
500以上 

2,500未満 
４,000未満 2,000未満 1,000未満 

500以上 

2,500未満 

Ｃ 1,５00未満 1,５00未満 ５00未満 500未満 1,５00未満 

（注１） 町が発注する建設工事について、この表に定める建設工事の標準金

額の区分に属する入札参加資格を有する建設業者が少ない場合、その

他の特別な理由がある場合は、この表に定める建設工事の標準金額の

区分を変更することがある。 

（注２） 災害復旧工事、橋梁補修工事及び特殊工事等については、この限り

でない。 

（注３） 随意契約及び機械借り上げについては、上記基準を適用しない。 

 


